
あおもりデジタルラボ会則 

1 条 【名称】 
本会は「あおもりデジタルラボ」（略称 A-digi）と称す。 

2 条 【目的】 
それぞれの得意分野を生かして、不得意分野を補い合いながら仕事を助けあったり、お互

いを高めるためにセミナー・勉強会を開いたり、青森のクリエイター同士の横のつながり

を広げることを目的とする。 

3 条 【事業】 
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。  

1. 組合員の交流・相互の助け合い 
2. 勉強会などの開催や県内で開催されるセミナーへの協賛・協力  
3. 個人で受けきれない仕事のシェア・共同受注 

4 条 【会員】 
本会の正会員は個人とし、目的に賛同する者の入会申込書と会費納入をもって会員とする。

なお入会には、現会員からの紹介が必要である。 

5 条 【役員】 
本会には会長 1 名、運営委員２名、事務局 1 名、会計監査１名をおく。 

6 条 【事務局】 
事務局は青森市内におく。 

7 条 【会費】 
年会費：2,000 円 

8 条 【運営】 
会員は、会員専用の Web フォーラムに必ず登録し、このフォーラムの中で交流・連絡等

しながら、会員全員で運営する。総会は年１回、会計年度後に行う。 

9 条 【会計】 
本会の経費は会費、その他の事業収入により支弁する。会計年度は 6 月 1 日より 5 月 31
日とする。 
  
以上 
付則 この会則は平成 22 年 8 月 1 日から施行する。  

あおもりデジタルラボ事務局 
〒030-0823 青森市橋本 3-4-15-2F クリエイティブスタジオ ディーライト内 
TEL 017(777)0228 E-mail info@a-digi.jp  
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